
 

 

 

令和 2年 7月豪雨で被災した宅地復旧工事に要する経費の一部を補助します。本事業

では、令和2年7月豪雨時に住宅として利用されていた宅地であることが条件です（民間企

業等の寮などは含みません）。 

 

◎対象となる工事 

 被災宅地の原形復旧を基本とした次の工事（構造基準を満たすものへの変更含む） 

・のり面の復旧工事 

・擁壁の復旧工事（旧擁壁の撤去、擁壁に関する排水施設設置工事を含む） 

・地盤の復旧工事 

・地盤改良工事 

・住宅基礎の傾斜修復工事 

 

 

◎対象とならないもの 

・宅地耐震化事業などの公共事業が行われる宅地における工事 

・分譲宅地等の宅地開発の事業とされている宅地における工事 

・建築基準法や宅地造成等規制法などに基づく命令、監督処分等を受けている宅地におけ

る工事 など 

  

◎補助金額（千円未満切捨て） 

（工事費－５０万円）×２／３ ※補助金上限額 ６，３３３千円 

 

◎注意事項 

・工事は、交付申請日から起算して１年以内に完了してください 

・補助金交付決定後に工事着工してください 

・本補助金交付要綱施行前であれば工事着工、完了していた場合でも対象となる場合があ

ります。 

 

 その他詳細については、「令和2年7月豪雨宅地復旧事業の補助金交付手続きの流れ」、

「南小国町令和2年7月豪雨宅地復旧補助金交付要綱」をご覧ください。 

 

問合せ先：南小国町役場 建設課 電話：0967-42-1114 

令和２年７月豪雨宅地復旧事業について 



 

 

令和２年７月豪雨宅地復旧事業の補助金交付手続きの流れ 

土地所有者等（申請者） 南小国町 

【補助金の申請】 
①宅地復旧補助金交付申請書（様式第１号） 
②対象工事の設計図書（位置図、計画平面図など） 
③対象工事の見積書の写し 
④宅地被害の被災状況を確認できる資料 
⑤対象工事に係る被災宅地の所有者（申請者を除く。）全員又は一部の承諾書 
⑥被災宅地の登記全部事項証明書及び字図（公図） 
⑦申請箇所が住宅の用に供されていたことが確認できる資料 
⑧その他町長が必要と認める書類 

 

【補助金受取】 

【請求書確認】 
【補助金交付】 

※３ 

【変更（取消）通知】 
 宅地復旧補助金交付決定変更（取消）通知書（様式第５号） 

【申請書の受付】 

【交付決定通知書の受理】 

【交付又は不交付決定通知】 
・宅地復旧補助金交付決定通知書（様式第２号） 
・宅地復旧補助金不交付決定通知書（様式第３号） 
 

【変更（取消）通知書の受理】 

【完了届受理】 
【工事完了届】 
①宅地復旧補助金工事完了届（様式第６号） 
②工事請負契約書等の写し 
③対象工事の完成図書 
④対象工事の工事費内訳書 
⑤その他町長が必要と認める書類 

【補助金変更承認申請】 
 ①宅地復旧補助金変更承認申請書（様式第４号） 
 ②復旧工事設計変更図書 
 ③補助金対象工事変更見積書 等 

【変更承認申請の受付・審査】 
 ※１ 受付した提出書類や工事内容を審査 

【補助金請求】 
①宅地復旧補助金交付請求書（様式第８号） 
②宅地復旧補助金交付額決定通知書の写し 
③対象工事の領収書 等 
④その他町長が必要と認める書類（通帳写し） 

工事契約・着工 

※工事内容の変更、中止又は廃止しようとするときのみ 

【工作物等工事完成】 

【審査】 
※１ 受付した提出書類や工事内容を審査 

【完了検査】 
※２ 

【交付額決定通知】 
宅地復旧補助金交付額決定通知書（様式第７号） 

【交付額決定通知書受理】 


